　【協会】袋井建協 事務連絡 №R3 ８２－１　
　『【静岡県道路局道路整備課】 静岡県橋梁設計要領の改訂について　』　　

　　このことについて、静岡県建設業協会経由で、静岡県道路局道路整備課より、
別添のとおり、「静岡県橋梁設計要領」の改訂について、通知がありました
のでお知らせします。
平成29年７月に「橋、高架の道路等の技術基準」が改定されたことに伴い、 
「静岡県橋梁設計要領」は改訂されました。 
令和3年11月1日以降新たに着手する設計に適用になりますが、必要に
応じて令和3年10月31日以前に着手済みの橋梁についても適用可能と
されています。
　　詳細データについては、添付資料及び下記静岡県HP URLよりご確認を
お願いいたします。
記
　　≪静岡県HP：ＵＲＬ≫ 
　　　　　http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-220/20140725.html 
